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ii） 法第１０条本文の「労働者の受ける不利益の程度」については、実際に紛争となる事例は、就業規則の

変更により個々の労働者に不利益が生じたことに起因するものであり、個々の労働者の不利益の程

度をいうものです。 

また、法第１０条本文の「変更後の就業規則の内容の相当性」については、就業規則の変更の内容全体

の相当性をいうものであり、変更後の就業規則の内容面に係る制度変更一般の状況が広く含まれる

ものです。 
 

iii） 法第１０条本文の「労働条件の変更の必要性」は、使用者にとっての就業規則による労働条件の変更

の必要性をいうものです。 
 

iv） 法第１０条本文の「労働組合等との交渉の状況」は、労働組合等事業場の労働者の意思を代表するも

のとの交渉の経緯、結果等をいうものです。 

「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を

代表する労働者のほか、少数労働組合や、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体等労働者

の意思を代表するものが広く含まれるものです。 
 

v） 法第１０条本文の「その他の就業規則の変更に係る事情」は、「労働者の受ける不利益の程度、労働条

件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況」を含め就業規

則の変更に係る諸事情が総合的に考慮されることをいうものです。 
 

vi） 法第１０条本文の合理性判断の考慮要素と判例法理との関係については、次のとおりであり、同条本

文は、判例法理に沿ったものです。 
 

○ 就業規則の変更の合理性判断に関する裁判例として、第四銀行事件最高裁判決においては、 

① 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度 

② 使用者側の変更の必要性の内容・程度 

③ 変更後の就業規則の内容自体の相当性 

④ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況 

⑤ 労働組合等との交渉の経緯 

⑥ 他の労働組合又は他の従業員の対応 

⑦ 同種事項に関する我が国社会における一般的状況 

という７つの考慮要素が列挙されていますが、これらの中には内容的に互いに関連し合うものもあるた

め、法第１０条本文では、関連するものについては統合して列挙しているものです。 

具体的には、第四銀行事件最高裁判決において示された「①就業規則の変更によって労働者が被る不利

益の程度」「②使用者側の変更の必要性の内容・程度」「③変更後の就業規則の内容自体の相当性」「⑤労

働組合等との交渉の経緯」について、法第１０条本文ではそれぞれ「労働者の受ける不利益の程度」「労働

条件の変更の必要性」「変更後の就業規則の内容の相当性」「労働組合等との交渉の状況」として規定した

ものです。 

このうち、法第１０条の「変更後の就業規則の内容の相当性」には、就業規則の内容面に係る制度変更一

般の状況が広く含まれるものであり、第四銀行事件最高裁判決で列挙されている考慮要素である「③変

更後の就業規則の内容自体の相当性」のみならず、「④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状

況」「⑦同種事項に関する我が国社会における一般的状況」も含まれるものです。 

また、これらの考慮要素に含まれない事項についても、「その他の就業規則の変更に係る事情」という文

言で包括的に表現されているものです。 


